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二
〇
二
五
年
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
国
民
皆
保
険
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
と
し
て
、
地
域
住
民
の

医
療
の
確
保
や
健
康
の
保
持
増
進
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
近
年
は
、

団
塊
世
代
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
や
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
の
影
響
も

あ
っ
て
、
加
入
者
数
の
減
少
が
著
し
く
、
そ
の
運
営
は
益
々
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
ま
す
。

本
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
制
度
の
更
な
る
安
定
運
営
を
目
指
し
、
主
た
る
業
務
で
あ

り
ま
す
医
療
費
や
介
護
給
付
費
の
審
査
支
払
業
務
の
円
滑
な
運
営
は
も
と
よ
り
、
各
種
共

同
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
は
じ
め
、
健
康
づ
く
り
事
業
、
医
療
費
適
正
化
対
策
事

業
や
介
護
予
防
へ
の
取
組
に
対
す
る
保
険
者
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
の
評
価
指
標
達
成
に

向
け
た
支
援
に
努
め
る
と
と
も
に
、
特
に
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
低
迷
し
て
い
る
特
定
健
診
等

実
施
率
の
向
上
に
向
け
、
未
受
診
者
対
策
に
力
を
入
れ
て
い
く
方
針
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
医
療
分
野
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
「
医
療
Ｄ
Ｘ
」
の
要
で
あ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
の
円
滑
な
運
用
に
引
き
続
き
協
力
す
る
と
と
も
に
、「
市
町
村
等
国
保

事
務
の
標
準
化
」
及
び
「
保
険
料
水
準
の
完
全
統
一
」
に

向
け
た
取
組
を
支
援
し
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、

本
年
も
皆
様
方
の
一
層
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

年
頭
に
あ
た
り
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か

ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

保険者の共同体として保険者の共同体として
その責務を全力で果たすその責務を全力で果たす

青森県国民健康保険団体連合会
理事長　髙　樋󠄀　　　憲（黒石市長）

年頭あいさつ年頭あいさつ
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国
保
中
央
会
を
は
じ
め
、
国
保
関
係
９
団
体

主
催
に
よ
る
国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
が
、

11
月
15
日
東
京
都
「
砂
防
会
館
（
別
館
１
階

シ
ェ
ー
ン
バ
ッ
ハ
・
サ
ボ
ー
）」
で
開
催
さ
れ
た
。

主
催
者
挨
拶
に
立
っ
た
大
西
国
保
中
央
会
会

長
（
高
松
市
長
）
は
、　

平
成
30
年
度
か
ら
施
行

さ
れ
た
新
国
保
制
度
が
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続

可
能
な
も
の
と
な
る
よ
う
「
国
は
毎
年
３
４
０

０
億
円
の
公
費
投
入
を
確
実
に
実
施
す
る
と
と

も
に
、
生
活
保
護
受
給
者
の
国
保
等
へ
の
加
入

に
つ
い
て
は
国
保
財
政
を
悪
化
さ
せ
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
貫
し
て
反
対
す
る
」

と
強
く
訴
え
た
。

ま
た
、
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
医
療
・
保
健
・

介
護
の
人
材
不
足
や
地
域
偏
在
の
問
題
に
つ
い

て
は
「
早
急
に
総
合
的
な
措
置
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
公
立
病
院
等
の
医
療
提
供
体
制
を
確
保

す
る
た
め
十
分
な
支
援
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き

た
い
」
と
強
調
し
た
。

さ
ら
に
は
「
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
は
国
保
運

営
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
市
町
村
等
保
険

者
に
追
加
的
な
財
政
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
、

国
の
責
任
に
お
い
て
必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
述
べ

た
。続

い
て
、
福
岡
厚
生
労
働
大
臣
、
古
川
総
務

大
臣
政
務
官
、
田
村
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会

長
代
行
（
元
厚
生
労
働
大
臣
）、
山
井
立
憲
民
主

党
ネ
ク
ス
ト
厚
生
労
働
大
臣
の
来
賓
挨
拶
の
あ

と
議
事
に
入
り
『
医
療
保
険
制
度
の
一
本
化
を

早
期
に
実
現
す
る
こ
と
』
な
ど
全
12
項
目
の
決

議
（
別
掲
）
を
満
場
一
致
で
採
択
し
た
。

大
会
終
了
後
に
は
決
議
事
項
の
早
期
実
現
方

を
要
請
す
る
た
め
、
国
保
中
央
会
の
編
成
に
よ

る
代
表
陳
情
（
自
由
民
主
党
班
）
に
、
本
会
の

髙
樋
理
事
長
（
黒
石
市
長
）
並
び
に
坂
本
県
国

保
運
協
連
絡
会
長
（
八
戸
市
国
保
運
協
会
長
）

が
参
画
す
る
と
と
も
に
、
本
県
選
出
国
会
議
員

に
対
し
て
髙
樋
理
事
長
（
黒
石
市
長
）
を
先
頭

に
要
望
活
動
を
展
開
し
た
。

医
療
保
険
制
度
一
本
化
の

医
療
保
険
制
度
一
本
化
の

早
期
実
現
な
ど
を
決
議

早
期
実
現
な
ど
を
決
議

国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
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決

議

本
日
こ
こ
に
、
全
国
の
国
民
健
康
保
険
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
、
国
民
健
康
保
険
が
直
面
す
る
諸
問
題
の
改
善
を
期
し
て
、
国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
を

開
催
し
、
慎
重
審
議
し
た
結
果
、
次
の
と
お
り
満
場
一
致
こ
れ
を
採
択
し
た
。

国
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
現
状
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
を
必
ず
実
現
さ
れ
る
よ
う
本
大
会
の
総
意
を
も
っ
て
強
く
要
望
す
る
。

記

一
、
医
療
保
険
制
度
の
一
本
化
を
早
期
に
実
現
す
る
こ
と
。

一
、
国
保
の
財
政
基
盤
強
化
の
た
め
の
公
費
投
入
の
確
保
を
確
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
保
険
者
努
力
支
援
制
度
等
が
有
効
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
評

価
と
財
政
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

一
、
普
通
調
整
交
付
金
が
担
う
自
治
体
間
の
所
得
調
整
機
能
を
今
後
も
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
生
活
保
護
受
給
者
の
国
保
等
へ
の
加
入
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
見

直
し
を
行
わ
ず
国
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
。

一
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
国
保
の
安
定
的
な
財
政
運
営
を
確
保
し
、
保
険
者
機
能
を
堅
持
す
る
と
い
う
観
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
。

一
、
医
療
・
保
健
・
介
護
人
材
の
確
保
や
地
域
偏
在
の
解
消
の
た
め
総
合
的
な
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
公
立
病
院
等
の
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、

十
分
な
支
援
策
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
医
療
費
助
成
に
係
る
地
方
単
独
事
業
の
国
庫
負
担
減
額
調
整
措
置
を
す
べ
て
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
こ
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
係
る
全
国
一
律
の
制
度
の
創

設
及
び
こ
ど
も
に
係
る
均
等
割
保
険
料
（
税
）
の
軽
減
制
度
の
拡
充
を
行
う
こ
と
。

一
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
、
国
民
の
理
解
が
十
分
得
ら
れ
る
よ
う
分
か
り
や
す
く
丁
寧
な
周
知
、
広
報
等
を
行
う

と
と
も
に
、
国
保
の
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
必
要
な
財
政
措
置
を
確
実
に
講
じ
る
こ
と
。

一
、
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
は
、
国
保
運
営
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
開
発
や
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
等
保
険
者
に
追
加
的
な
財
政
負
担
が
生
じ
な

い
よ
う
、
国
の
責
任
に
お
い
て
必
要
な
財
政
措
置
を
確
実
に
講
じ
る
こ
と
。

一
、
国
保
連
合
会
が
地
方
自
治
体
の
医
療
・
保
健
・
介
護
・
福
祉
業
務
支
援
の
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
国
民
の
健
康
保
持
・
増
進
及
び
医
療
費
適
正
化
に
向
け
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
の
更
な
る
活
用
を
進
め
る
た
め
、
制
度
的
役
割
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
シ
ス
テ

ム
更
改
等
に
係
る
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
医
療
・
介
護
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
国
の
責
任
に
お
い
て
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
を
促
進
し
、
従
来

の
保
険
証
の
廃
止
に
伴
う
追
加
的
な
事
務
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
国
民
健
康
保
険
組
合
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
。

右　

決
議
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
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令
和
６
年
度
在
宅
・
現
職
保
健
師
保
健
所
ブ
ロ
ッ
ク
別
交
流
会
並
び
に
研
修
会

く
す
り
の
適
正
使
用
に
向
け

く
す
り
の
適
正
使
用
に
向
け

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
に
つ
い
て
学
ぶ

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
に
つ
い
て
学
ぶ

は
じ
め
に

　

こ
の
研
修
会
は
「
青
森
県
在
宅
保
健
師
の
会
」

の
会
員
（
以
下
「
在
宅
保
健
師
」）
と
市
町
村
や

県
の
現
職
保
健
師
が
一
堂
に
会
し
て
情
報
共
有

し
、
地
域
に
お
け
る
保
健
活
動
を
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
平
成
25
年
度
か
ら
２
次
保
健
医

療
圏
域
毎
に
開
催
し
て
い
る
。

　
今
年
度
は
「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防

の
一
体
的
実
施
」
の
推
進
に
向
け
た
取
組
の
一
環

と
し
て
「
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
（
有
害
事
象
に
つ

な
が
る
多
剤
服
用
）」
を
テ
ー
マ
に
、
青
森
県
薬

剤
師
会
の
協
力
の
も
と
開
催
し
た
。

（
開
催
状
況
は
別
表
の
と
お
り
）

講　
演

　「
薬
の
適
正
使
用
に
向
け
て

～
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
考
え
る
～
」

（
各
講
師
の
講
演
内
容
を
集
約
）

　
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
は
、
多
く
の
薬
を
服
薬

す
る
こ
と
に
よ
る
相
互
作
用
や
飲
み
間
違
い
、
飲

み
忘
れ
等
に
よ
り
正
し
く
薬
を
飲
め
な
く
な
る

こ
と
等
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
有
害
事
象
を
指

し
、
何
種
類
以
上
の
薬
の
服
用
が
該
当
す

る
と
い
う
定
め
は
な
い
が
、
５
、６
種
類
以
上

が
有
害
事
象
の
発
生
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
。

　
特
に
、
高
齢
に
な
る
と
身
体
的
・
精
神
的
機
能

の
低
下
と
と
も
に
複
数
の
慢
性
疾
患
に
罹
り
、
服

用
薬
数
が
多
く
な
る
こ
と
か
ら
注
意
が
必
要
で
あ

る
。

　
ま
た
、
薬
剤
に
よ
る
有
害
事
象
を
新
た
な
疾
患

や
症
状
と
勘
違
い
し
て
次
々
と
薬
の
処
方
を
繰
り

返
す
ケ
ー
ス
も
あ
る
。　

　
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
問
題
点
は
「
有
害
事
象

の
発
生
」
と
「
薬
剤
費
の
増
大
」「
服
薬
ア
ド
ヒ

ア
ラ
ン
ス（
※
）の
低
下
」
等
で
あ
る
。

　
飲
み
忘
れ
や
自
己
判
断
で
の
減
薬
・
休
薬
等
に

よ
る
残
薬
の
金
額
を
日
本
全
体
で
見
る
と
、
年
間

５
０
０
億
円
に
も
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。　

　
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
対
策
を
地
域
で
進
め
る
た

め
に
は
、
医
療
・
介
護
関
係
者
だ
け
で
は
な
く
、

自
治
体
や
保
険
者
の
参
加
も
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
意
見
交
換
す
る

機
会
を
設
け
る
な
ど
、
円
滑
な
連
携
の
も
と
方

策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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上十三保健所ブロック上十三保健所ブロック

むつ保健所ブロックむつ保健所ブロック

五所川原保健所ブロック五所川原保健所ブロック

東青地域保健所ブロック東青地域保健所ブロック

弘前保健所ブロック弘前保健所ブロック

三八地域保健所ブロック三八地域保健所ブロック

※
患
者
自
身
が
自
分
の
病
気
を
受
け
入
れ
て
、

医
師
の
指
示
に
従
い
積
極
的
に
薬
を
用
い
た

治
療
を
受
け
る
こ
と
。

質
疑
応
答

　

講
演
終
了
後
の
質
疑
応
答
で
は
在
宅
保
健
師

か
ら
自
身
や
家
族
等
の
薬
に
関
す
る
質
問
が
、

現
職
保
健
師
か
ら
は
「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と

介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
事
業
」
の
薬
剤
に
関

す
る
取
組
や
訪
問
ケ
ー
ス
の
服
薬
支
援
に
関
す

る
質
問
等
が
あ
り
、
各
地
域
の
薬
剤
師
と
の
繋

が
り
も
生
ま
れ
、
今
後
の
活
動
に
活
か
さ
れ
る

内
容
と
な
っ
た
。

交
流
会

　

い
つ
も
パ
ワ
フ
ル
な
在
宅
保
健
師
！

　
研
修
会
に
併
せ
て
開
催
し
た
在
宅
保
健
師
の
交

流
会
は
、
久
し
ぶ
り
に
顔
を
合
わ
せ
た
会
員
も
お

り
話
が
絶
え
な
い
様
子
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
近
況
や

地
域
で
の
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
交
換
さ

れ
、
有
意
義
な
時
間
と
な
っ
た
。
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令和６年度在宅・現職保健師保健所ブロック別研修会開催状況一覧

管 内 開 催 期 日 開催場所 参 加 者 研 修 内 容在宅 現職等

東青地域 10月８日（火）
ねぶたの家
ワラッセ
（青森市）

12 11
１．講演「くすりの適正使用に向けて
　　　　　　　～ポリファーマシーを考える～」

　講　師：

　東青地域	 青森調剤薬局	 坂井　義人　氏

　弘　　前	 磯木薬局	 磯木雄之輔　氏

　三八地域	 なの花薬局五戸店	 青柳　伸一　氏

　上 十 三	 ひがし調剤薬局	 柴崎　　崇　氏

　む　　つ	 アイン薬局東通村店	 細川　智弘　氏

　五所川原	 ひなた薬局	 木皮　美賀　氏

２．質疑応答

弘 前 10月10日（木） 弘前市民会館 13 6

三八地域 10月16日（水） YSアリーナ
八戸 18 2

上十三 10月18日（金）
市民交流プラ
ザトワーレ
（十和田市）

15 14

む つ 10月22日（火） むつ合同庁舎旧館 4 4

五所川原 10月25日（金）
五所川原
市民学習情報
センター

9 10

参 加 者 合 計 71 47

最
後
に

　
（
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
）

　

現
職
保
健
師
か
ら
は
「
私
た
ち
が
関
わ
る
対
象
と
し
て
い
る
住
民
に
は
、

障
が
い
の
あ
る
方
や
介
護
保
険
を
利
用
し
て
い
る
方
が
多
い
の
で
、
ポ
リ

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
や
残
薬
問
題
は
共
感
で
き
る
内
容
だ
っ
た
。

　
多
職
種
連
携
の
必
要
性
は
日
々
感
じ
て
い
る
の
で
、
薬
剤
師
と
の
連
携
に

つ
い
て
も
工
夫
し
て
介
入
し
て
い
き
た
い
」
や
「
今
後
は
訪
問
等
で
対
象
者

が
６
剤
以
上
を
服
用
し
て
い
た
ら
注
意
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
今
回
の
講
義
の

内
容
を
踏
ま
え
て
伝
え
た
い
」
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

　
在
宅
保
健
師
か
ら
は
「
薬
剤
に
関
す
る
研
修
は
初
め
て
な
の
で
大
変
興
味

深
か
っ
た
」
や
「
自
分
の
服
薬
状
況
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」「
こ

れ
か
ら
薬
に
つ
い
て
不
安
な
時
は
積
極
的
に
薬
剤
師
を
頼
ろ
う
と
思
う
」
な

ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
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１ 各務原市における収納率向上対策の例
⑴ 各務原市滞納整理基本方針（平成22年度策定）の２本柱
低所得者対策：きめ細かい納付相談による納付の推進。
高所得者（悪質滞納者）対策：滞納処分の強化。

⑵ 滞納処分の強化
財産調査、差押調書等をシステムから出力。高額滞納者から順に積極的な差押の実施。

⑶ 月１回の徴収対策会議の実施
月締めの収納率の報告。徴収嘱託員の進捗状況管理・確認。困難事例の共有・解決。

⑷ 休日、平日夜間窓口の開設
きめ細かい納付相談の機会を増やす。広報誌等で積極的に周知。

⑸ 会計年度任用職員の有効活用
財産調査、交付要求、差押調書・配当計算書・充当通知書等の作成。

⑹ 税務課との情報の共有化
滞納者の折衝記録、差押、交付要求、執行停止などの情報を共有。

⑺ 税務課との兼務辞令による滞納処分強化
徴収職員が税務課との兼務となり、合同の納付相談、差押、捜索の実施、積極的な人事異動。

⑻ 税務課との合同研修
研修会参加者による報告会を両課全職員を対象に開催し、職員の滞納整理へのスキルアップを図る。

⑼ 窓口業務の委託化
納付相談以外の窓口業務を民営化し、職員が日常の業務に取り組む時間を確保。

⑽ 徴収嘱託員の活用
現年度分の集金を中心にし、督促状発送後すぐに訪問徴収。

⑾ 納付チャンネルの拡大（クレジット収納開始）
新規滞納者を発生させないための納付環境の整備。（令和２年度からスマートフォン決済納付を導入。）

2 	収納率向上対策の決め手（体験談から）
⑴ 管理職の強いリーダーシップ：人材・予算の確保。コーチングと的確な指示。上司としての見本を示
し、部下との信頼関係を築く。目標の設定。

⑵ ネットワークの有効活用：全国の同業者への相談。
⑶ 徴収体制の整備：庁内の横の連携の強化。職員が徴収に専念できる環境整備。
⑷ 職員の意識改革：正義感・自信を持って、きちんと納税している住民のために働く。トラブルに
怯え、仕事を先送りしない。

3 	まとめ
◎滞納整理の基本は「早期の」財産調査、差押、執行停止。
◎納期内に納めている大半の納付者の目線で業務を遂行。
◎自分たちに合った徴収方法を探し、まずはやれることから始める。

本会では去る 10 月 16 日、厚生労働省の国保料（税）収納率向上アドバイザー
（岐阜県各

かかみがはら

務原市
し

市民生活部税務課専門事務職員）の磯
いそ

谷
がい

伊
い

久
く

雄
お

氏を講師に迎え
「令和６年度保険税（料）収納事務担当者研修会」を開催しました。
講師が解説されたポイントは次のとおりです。

磯谷氏

国保保険税(料)の収納率向上に向けて国保保険税(料)の収納率向上に向けて
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六
ヶ
所
村
の
紹
介

六
ヶ
所
村
は
青
森
県
の
東
側
、
下
北
半
島

の
付
け
根
に
位
置
し
、
青
森
県
随
一
の
酪
農

地
帯
を
形
成
し
て
い
る
ほ
か
、
農
業
で
は
長

芋
や
ゴ
ボ
ウ
等
の
野
菜
が
多
く
作
付
け
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
漁
業
で
は
近
年
不
漁
と
な
っ
て
い
る

イ
カ
や
サ
ケ
、
シ
ジ
ミ
等
が
水
揚
げ
さ
れ
、
こ

れ
ら
一
次
産
業
が
特
産
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
様
々
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
集
積
地
で
も
あ
り
、
原
子

燃
料
サ
イ
ク
ル
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
ま

す
。
毎
年
秋
に
は
、
豊
か
な
自
然
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
産
業
が
共
存
し
た
コ
ー
ス
で
エ
ネ
ル

ギ
ー
パ
ー
ク
マ
ラ
ソ
ン
を
開
催
し
、
全
国
か

ら
ラ
ン
ナ
ー
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

業
務
体
制

国
保
主
管
課
で
あ
る
健
康
課
は
、
国
民
健

康
保
険
の
給
付
業
務
の
ほ
か
、
特
定
健
康
診

査
・
特
定
保
健
指
導
等
の
保
健
事
業
を
健
康

づ
く
り
担
当
課
と
連
携
し
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
業
務

と
村
の
医
療
体
制
を
整
備
す
る
業
務
を
行
っ

て
い
ま
す
。

国
保
の
状
況

令
和
６
年
３
月
末
現
在
、
人
口
９
６
６
６

人
、
国
保
加
入
者
数
は
１
５
３
８
人
、
加
入

率
は
約
16
％
で
毎
年
減
少
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
度
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
約

31
万
円
で
、
県
平
均
よ
り
高
く
、
前
年
度
よ

り
約
14
％
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
推
進

令
和
６
年
12
月
２
日
か
ら
現
行
の
被
保
険

者
証
が
発
行
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
に
伴
い
、

当
村
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
国
保
ブ
ー
ス
と
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
担
当
課
が
隣
接
し
た

ブ
ー
ス
で
、
相
談
窓
口
を
開
設
し
マ
イ
ナ
保

険
証
の
普
及
・
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

保
健
事
業
の
取
り
組
み

当
村
の
健
康
課
題
と
し
て
、
男
性
の
糖
尿

病
の
標
準
化
死
亡
比
が
極
め
て
高
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
外
来
の
医
療
費
で
も
糖
尿

病
が
最
も
多
く
、
糖
尿
病
・
高
血
圧
の
患
者

割
合
が
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
健
診
デ
ー
タ
で
は
、
男
性
若
年
層

の
受
診
率
が
低
く
、
男
性
の
肥
満
有
所
見
割

合
や
男
女
共
に
内
臓
脂
肪
症
候
群
予
備
軍
の

スマートウォッチを活用した生活習慣改善事業参加者説明会の様子

イベント時のマイナ保険証相談窓口の様子

今回は六ヶ所村から「ＩＣＴを活用
した健康づくり」に関する取組につい
て紹介していただきます。

ＩＣＴを活用したＩＣＴを活用した
　　　　健康づくりを開始　　　　健康づくりを開始

六ヶ所村

あなたのまちにあなたのまちにあなたのまちにあなたのまちにあなたのまちにあなたのまちに
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割
合
が
高
い
状
況
で
す
。
今
回
は
そ
れ
ら

の
課
題
に
対
す
る
保
健
事
業
の
一
部
を
紹

介
い
た
し
ま
す
。

①
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
を
用
い
て

行
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を

活
用
し
た
健
康
づ
く
り

ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
ア
プ
リ
を
活
用
し
た
生
活
習
慣
病
予
防

事
業
を
令
和
６
年
度
か
ら
開
始
し
ま
し

た
。
ま
ず
、
参
加
者
説
明
会
で
運
動
習
慣

の
大
切
さ
や
実
践
方
法
な
ど
を
講
義
し
、

筋
肉
量
や
脂
肪
量
等
の
測
定
後
、
無
料
貸

与
の
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
と
個
人
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
連
携
を
行
い
ま
す
。

ア
プ
リ
の
集
計
サ
イ
ト
と
連
動
す
る
こ

と
で
参
加
者
全
員
の
活
用
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
状
況
に
応
じ
た
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
う
こ
と
で
、
参
加
者
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
工
夫

し
て
い
ま
す
。

ア
プ
リ
は
歩
数
や
体
重
、
心
拍
数
な
ど

の
記
録
が
で
き
ま
す
が
、
歩
数
や
食
事
記
録

等
に
応
じ
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
や
達
成
し
た
場

合
の
ポ
イ
ン
ト
付
与
等
も
あ
り
、
楽
し
み
な

が
ら
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
使
い
方

が
分
か
ら
な
い
、
途
中
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

と
の
連
動
が
切
れ
た
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も

多
少
あ
り
ま
す
が
、
参
加
者
の
多
く
は
自
主

的
な
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
２

月
の
効
果
判
定
が
楽
し
み
で
す
。

②
健
診
結
果
説
明
会
と
併
せ
た

　
講
演
会
と
各
種
測
定
の
実
施

集
団
・
個
別
で
行
う
が
ん
検
診
を
含

め
た
健
診
受
診
者
全
員
を
対
象
と
し
た

健
診
結
果
説
明
会
を
４
地
区
で
行
っ
て

い
ま
す
。

健
診
結
果
の
説
明
や
精
検
者
へ
の
受
診

勧
奨
を
行
う
ほ
か
、
参
加
者
の
健
康
づ
く

り
の
機
会
と
し
て
口
腔
内
細
菌
数
測
定
、

緑
黄
色
野
菜
の
摂
取
量
測
定
、
骨
密
度
測

定
等
の
各
種
測
定
を
結
果
も
含
め
て
ア
ド

バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
予
防
の
講
演
会
で

は
、
口
腔
機
能
の
さ
さ
い
な
衰
え
か
ら

「
噛
め
な
い
・
食
べ
ら
れ
な
い
」
と
進
む

こ
と
で
寝
込
む
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
な

ど
、
口
腔
と
健
康
の
関
係
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
て
い
ま
す
。

③
生
活
習
慣
病
予
防
・
改
善
教
室

前
年
度
に
特
定
健
診
等
を
受
診
し
た
方

を
対
象
に
糖
尿
病
を
中
心
と
し
た
生
活
習

慣
病
予
防
・
改
善
教
室
を
行
っ
て
い
ま

す
。
２
か
月
間
で
４
回
の
教
室
で
は
講
義

だ
け
で
は
な
く
、
個
人
ご
と
の
目
標
を
定

め
、
脂
肪
量
・
筋
肉
量
の
測
定
を
初
回
と

最
終
回
に
行
う
こ
と
で
客
観
的
な
成
果
確

認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

む
す
び
に

県
内
で
は
高
齢
化
率
が
比
較
的
低
い
当

村
で
す
が
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
と
い
う

課
題
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
健
康
寿
命
の

延
伸
に
向
け
、
こ
れ
か
ら
も
健
診
機
会
の

充
実
や
効
果
的
な
生
活
習
慣
病
対
策
な
ど

に
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
と
と
も

に
、
こ
れ
ま
で
関
わ
り
が
薄
く
健
康
に
興

味
が
な
い
層
を
対
象
と
し
た
対
策
の
充
実

や
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
な
ど
の
新
し
い
対
策
に

も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

オーラルフレイル講演会の様子

スマートウォッチを活用した健康づくり勧奨ハガキ

生活習慣病予防・改善教室の様子



表１　特定健診・特定保健指導実施率の推移

市町村国保
特 定 健 診 実 施 率 特 定 保 健 指 導 実 施 率

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

青森県平均 38.0% 33.8% 35.2% 36.8% 37.8% 47.5% 45.6% 40.8% 41.5% 41.9%
（速報値） （速報値）

全国平均 38.0% 33.7% 36.4% 37.5% - 29.3% 27.9% 27.9% 28.8% -

全国との差 0.0% 0.1% △	 1.2% △	 0.7% - 18.2% 17.7% 12.9% 12.7% -

※１　令和元～４年度　厚生労働省まとめ
※２　令和５年度は特定健診等データ管理システムによる。
※３　全国平均、青森県平均の数値は国保組合を除く。
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図１　国保保険者の特定健診実施率の推移
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※　各年度の実施率は、それぞれ翌年度の９月末までに特定健診等データ管理システムに登録されたデータによる。

※　各年度の実施率は、それぞれ翌年度の９月末までに特定健診等データ管理システムに登録されたデータによる。
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速報！令和５年度特定健診・特定保健指導の実施状況

今回は、保険者が厚生労働省に毎年度報告することとされている特定健康診査等の実施状況に関する結果

報告業務（令和５年度実施分・令和６年度報告分）が終了し、その速報値を取りまとめましたので概要をお

知らせします。

本県における令和５年度実施分の特定健診実施率は新型コロナウイルス感染症の流行前（令和元年度実施

分38.0％）に戻りきってはいないものの、前年度比1.0ポイント増の37.8％となりました。（表１参照）

市町村別では27市町村で前年度より上昇しましたが、令和元年度実施率を上回ったのは19市町村となりま

した。（図１参照）

特定保健指導実施率は、前年度比0.4ポイント増の41.9％（表１参照）と２年連続で上昇しましたが、令和

元年度と比較すると5.6ポイントの差があることから、生活習慣病の発症予防等のためにも実施率の向上が

急務と言えます。

因みに、市町村別で見ると、前年度より上昇したのは19市町村にとどまっています。（図２参照）

特定健診の年代別実施率は、全国的に見ても40～50歳代の働き盛り世代が低い傾向にありますが、本県に

おいても40歳代が24.1％、50歳代が27.6％（図３参照）と低い状況にあるため、保険者においては未受診理

由に応じたアプローチを行うなど、働き盛り世代への受診勧奨をお願いします。
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図３　国保保険者の特定健診実施率（令和５年度・年代別）
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40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～74歳

44.2

24.1

39.9

27.6

県平均

※　令和６年９月末までに特定健診等データ管理システムに登録されたデータによる。
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図１　特定健診受診率・連続受診率の状況

～受診勧奨は対象者に優先順位をつけて効果的に進めよう～
　ＫＤＢシステムの「被保険者管理台帳」（図２）は、40歳から 74歳の被保険者全員を対象に直近 10年間の健診受診（保健指導）
の有無、医療機関受診（生活習慣病）の有無、介護認定（介護受給）の有無をリストで見ることができます。
　市町村においては、このデータを使用することで、健診複数年未受診者や医療未受療者、年齢などによりターゲットを絞った
受診勧奨を進めることができますので、是非ご活用ください。
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ＫＤＢシステムの「被保険者管理台帳【R05年度（累計）】」データを加工し、令和６年度特定健診対象者

が令和３年度～令和５年度の３年間連続して受診している割合をとりまとめました。（図１参照）

本県の令和５年度における３年連続受診率は、前年度比1.0ポイント増の20.3％となり、２年連続の増加
となりました。（昨年度は令和元年度以来、３年ぶりの増加）

連続受診率は、保険者が推進する健診が地域に根付いているかどうかの指標となります。

また、毎年継続して受けていただくことにより、以前の状態との変化が見え、疾病の早期発見につながり

やすくなることから、被保険者自身の健康意識の向上と医療費適正化の効果が期待できます。

引き続き、継続した受診率向上の取組を進めていきましょう。

～ 連続受診率の算出方法 ～

❶	 ＫＤＢシステム「被保険者管理台帳」を開く（図２参照）
❷	 ＣＳＶデータをダウンロード（図３参照）
❸	 国保取得年月日欄で「R６年４月２日以降」の資格取得者を削除
❹	 国保喪失年月日欄で資格喪失者を削除　　⇒　R６年度健診対象者数が判明
❺	 フィルタ機能によりR３、R４、R５の３年連続受診者を抽出　
　　⇒　R３～R５年度連続受診者数が判明
❻	 ３年連続受診率 ＝R３～R５年度連続受診者数 ÷ R６年度健診対象者数

特定健診受診率と３年連続受診率の状況

図２ 図３（不要なセル削除後）
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【円グラフ（参考）】
　・データの構成比率を読み取るために便利
　・１つのデータに対して強調できる

❻ 積み上げ縦棒（2―D）アイコンを
選択

❼ 右側のグラフを選択

❽「ОＫ」タブを選択

❻

❼

❽

引き続き、継続した特定健診未受診者対策の取組を進めていきましょう　

※作成された「積み上げ縦棒」グラフが
より見やすくなるよう、要素（タイト
ル・凡例・データラベル等）、スタイ
ル・配色などを適宜編集しよう！

選択するグラフの種類を
変えるだけで・・・

14第415号　2025.1　あおもりの国保



❶ 帳票ＣＳＶから、ＣＯＵＮＴ関数を用い「健診受診回数」を集計
❷ ❶と同様に、ＣＯＵＮＴＩＦ関数を用い「受診回数ごとの人数」を集計
❸ ❶及び❷集計結果から「割合」を算出し、「積み上げ縦棒」グラフにしたいデータを範囲選択
❹「挿入」タブ内の「縦棒/横棒グラフの挿入」アイコンを選択
❺「その他の縦棒グラフ」タブを選択

❸

❷

❶
❹

❺

国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した特定健診未受診者の状況把握
～第３弾～

◎前々号・前号に引き続き、特定健診の未受診者対策として活用可能なＫＤＢシステムの機
能をご紹介します。

　ＫＤＢシステムから抽出可能な「被保険者管理台帳」の帳票ＣＳＶを活用し、特定健診未受診者を容
易に把握することができます。
　前回は帳票ＣＳＶの集計に役立つExcel関数の使用例を紹介しましたが、今回は集計後のデータ
を活用し、全体像を視覚的に把握するための「グラフの作成方法」について例示しますので、引き続き、
特定健診の未受診者対策の取組を進めていきましょう。

【積み上げ棒グラフ】
　・項目ごとの全体量の大きさが分かりやすい
　・全体量と各データの比較が直感的に分かりやすい
　※今回は直近５年間における累積健診受診率を「積み上げ縦棒」グラフで例示

データベースコーナーデータベースコーナー

集計方法は
前号に掲載！
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我が事・丸ごと

岡山大学客員教授（元厚生労働省老健局長）
宮　島　俊　彦


良
書
と
の
出
会
い

私
が
内
閣
参
事
官
と
し
て
総
理
官
邸
に
勤
務
し

て
い
た
40
歳
頃
の
話
で
あ
る
。
中
曽
根
総
理
、
後

藤
田
官
房
長
官
の
下
で
、
国
鉄
民
営
化
や
売
上
税

（
後
に
、
竹
下
内
閣
が
消
費
税
と
し
て
実
現
）
導

入
が
政
治
課
題
に
な
っ
て
い
て
、
緊
張
感
の
あ
る

毎
日
を
送
っ
て
い
た
。
立
派
な
政
治
家
の
側
で
仕

事
を
し
な
が
ら
、
自
分
も
も
っ
と
成
長
し
な
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
た
。

そ
の
頃
、
題
名
に
惹
か
れ
手
に
し
た
本
が
、『
活

眼
活
学
』（
安
岡
正
篤
著
）
で
あ
る
。
そ
の
時
は

知
ら
な
か
っ
た
が
、
安
岡
正
篤
先
生
は
哲
学
者
・

思
想
家
で
、
特
に
東
洋
哲
学
に
造
詣
の
深
い
人
で

あ
る
。

『
活
眼
活
学
』
は
中
国
の
古
典
で
培
わ
れ
た
安

岡
正
篤
先
生
の
考
え
が
書
か
れ
て
い
る
本
で
、
肉

眼
と
心
眼
の
説
明
か
ら
始
ま
る
。
要
約
す
る
と
、

「
単
な
る
肉
眼
で
は
目
先
し
か
見
え
ま
せ
ん
。（
肉

眼
を
超
え
た
心
眼
で
、）
我
々
は
、
外
と
同
時
に

内
を
見
、
現
在
と
同
時
に
過
去
も
未
来
も
見
、
現

象
の
奥
に
本
体
を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
そ

の
た
め
に
は
、）
変
化
に
富
ん
だ
良
い
交
友
を
豊

か
に
持
つ
と
い
う
心
掛
け
が
、
第
一
に
必
要
で
あ

り
ま
す
。
次
に
大
切
な
こ
と
は
良
い
書
を
読
む
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
文
明
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
我
々
は
心
眼
を
開
い
て
、
我
々
の
生
活
、
自

己
と
い
う
も
の
、
我
々
の
内
面
的
自
我
と
い
う
も

の
を
、
も
っ
と
健
全
に
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
本

当
に
理
性
的
な
、
道
徳
的
な
、
堅
実
な
社
会
生
活
、

集
団
生
活
、
組
織
を
持
つ
よ
う
に
せ
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
」

私
は
、
心
眼
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
こ
れ
を
真
正
面
か
ら
説
い
て
い
る
こ
と

が
新
鮮
で
、
考
え
方
や
生
き
方
に
新
し
い
視
点
を

い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

続
い
て
、
知
識
・
見
識
・
胆
識
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
る
。
以
下
、
要
約
引
用
で
あ
る
。「
知
識

な
ん
て
、
そ
の
も
の
自
体
で
は
力
に
な
り
ま
せ

ん
。
知
識
と
い
う
も
の
は
、
薄
っ
ぺ
ら
な
大
脳
皮

質
の
作
用
だ
け
で
得
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
事
に
当

た
っ
て
こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
時
に
、
こ
う

し
よ
う
、
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
判
断

は
、
人
格
、
体
験
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
得
た
悟

り
等
が
内
容
と
し
て
出
て
参
り
ま
す
。
こ
れ
が
見

識
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、

「良書との出会い『活眼活学』」
公益財団法人 医療科学研究所 相談役

江　利　川　毅

こくほ随想
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PROFILE

い
ろ
い
ろ
の
反
対
、
妨
害
を
断
々
乎
と
し
て
排
し

実
行
す
る
知
識
・
見
識
を
胆
識
と
申
し
ま
す
。
胆

識
が
あ
り
、
節
操
の
あ
る
人
物
が
出
て
こ
な
け
れ

ば
、
現
在
の
難
局
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
」


良
書
か
ら
学
ぶ

私
は
、
現
在
の
難
局
に
対
応
す
べ
き
政
治
家
や

行
政
官
は
胆
識
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
、
人
の
あ
り
方
・
国
家
公
務
員
の
あ
り
方
に
つ

い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

『
活
眼
活
学
』
を
読
む
ま
で
は
、
中
国
の
古
典

な
ど
は
敬
遠
し
て
き
た
が
、
長
い
歴
史
を
経
て
読

み
継
が
れ
る
古
典
に
は
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
深
く

蔵
さ
れ
て
い
る
。
明
治
維
新
で
活
躍
さ
れ
た
方
々

の
多
く
は
中
国
古
典
を
勉
強
し
て
い
る
し
、
経
済

界
の
重
鎮
も
そ
の
よ
う
な
古
典
を
数
多
く
読
ん

で
、
自
分
の
心
の
糧
に
し
て
い
る
。
心
あ
る
政
治

家
も
同
様
で
あ
る
。
行
政
に
携
わ
る
公
務
員
も
そ

う
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

私
は
安
岡
正
篤
先
生
の
著
書
を
か
な
り
読
ん
だ

が
、
関
心
を
持
た
れ
た
方
は
、
表
題
を
見
て
心
引

か
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
是
非
読
ん
で
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
。
そ
の
他
、
西
郷
隆
盛
の
言
葉
を
ま

と
め
た
『
南
洲
翁
遺
訓
』、
吉
田
松
陰
の
言
葉
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
も
の
も
お
薦
め
で
あ

る
。後

藤
田
正
治
・
元
官
房
長
官
は
、
若
い
こ
ろ

『
三
事
忠
告
』（
中
国
元
朝
の
名
臣
、
張
養
浩
）
を

読
ん
だ
と
い
う
。
安
岡
正
篤
先
生
が
『
為
政
三
部

書
』
と
い
う
題
名
で
全
訳
さ
れ
て
い
る
。

土
光
敏
夫
・
元
経
団
連
会
長
も
中
国
古
典
に
学

ん
で
い
る
。
四
書
五
経
の
一
つ
『
大
学
』
に
出
て

く
る
「
日
に
新
た
に
、
日
々
に
新
た
な
り
」
と
い

う
言
葉
を
座
右
の
銘
に
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る

（『
清
貧
と
復
興
―
土
光
敏
夫
の
1
0
0
の
言
葉
』

出
町
謙
著
）。
東
芝
の
社
長
に
な
っ
て
、
事
業
が

軌
道
に
乗
っ
て
き
た
と
き
に
、
部
下
か
ら
新
し
い

社
訓
が
必
要
と
い
う
声
が
上
が
っ
た
。
土
光
社
長

は
「
変
化
の
激
し
い
時
代
に
、
固
定
し
た
社
訓
を

作
る
の
は
、
新
し
い
考
え
方
を
阻
む
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
」
と
拒
否
し
た
そ
う
で
あ
る
。
読
み
継

が
れ
て
い
る
名
著
は
、
人
と
し
て
の
あ
り
方
・
生

き
方
を
教
え
て
く
れ
る
。
A
I
の
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
大
事
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

記
事
提
供
　
社
会
保
険
出
版
社

生年月日　1947年４月13日

出身地　埼玉県

公益財団法人医療科学研究所 相談役
元内閣府事務次官

元厚生労働事務次官
元人事院総裁

江利川 毅
TAKESHI ERIKAWA

【学歴】
1970年４月　東京大学法学部卒業　

【職歴】
1970年４月　厚生省入省
1982年４月　厚生省大臣官房総務課長補佐
1985年８月　内閣官房内閣参事官
1988年６月　厚生省年金局資金運用課長
1990年６月　厚生省年金局年金課長
1991年７月　厚生省薬務局経済課長
1993年６月　厚生省保険局企画課長
1994年９月　厚生省大臣官房政策課長
1996年７月　厚生省大臣官房審議官（年金担当）
1996年12月　厚生省大臣官房審議官（老人保健福祉担当）
　　　　　　高齢者介護対策本部事務局長
1998年１月　内閣官房首席内閣参事官
2001年１月　内閣府大臣官房長
2004年７月　内閣府事務次官（2006年７月退官）
2007年４月　日興フィナンシャル・インテリジェンス顧問（７月、理事長）
2007年８月　厚生労働事務次官（2009年７月退官）
2009年10月　埼玉医科大学特任教授
2009年11月　人事院総裁（2012年４月任期満了退官）
2012年５月　公益財団法人 医療科学研究所 理事長（2024年５月退任）
2013年４月　埼玉医科大学特任教授（現職）
2014年４月　公立大学法人埼玉県立大学理事長（2018年３月任期満了退任）

17 あおもりの国保　2025.1　第415号



市町村職員等を対象として、１月以降に開催する会議等の日程をお知らせします。
現段階で予定されている会議等は下表のとおりですので、ご不明な点がありましたら各担当課にお問い合わ

せください。
○国保連合会関係

会議（事業）名 開催時期 開催場所（開催方法） 担当課
青森県国民健康保険運営協議会連絡会
監事会・役員会 １月20日（月） 青森市「青森県観光物産館

アスパム」 事業振興課

青森県国民健康保険運営協議会連絡会総会 ２月25日（火） 青森市「青森県共同ビル」 事業振興課

○自治体病院開設者協議会関係
会議（事業）名 開催時期 開催場所（開催方法） 担当課

自治体診療所事務（主任者）長会議 １月22日（水） 青森市「青森県共同ビル」
（オンライン開催） 事業振興課

自治体病院事務（局）長会議 １月22日（水） 青森市「青森県共同ビル」
（オンライン開催） 事業振興課

自治体病院長会議 １月30日（木） 青森市「青森県共同ビル」
（オンライン開催） 事業振興課

第 50 回青森県自治体医学会 ８月23日（土） 青森市
「ウェディングプラザアラスカ」 事業振興課

○自治体病院開設者協議会関係
会議（事業）名 開催時期 開催場所（開催方法） 担当課

地域包括医療・ケア研修会 １月17日（金）
～18日（土）

東京都千代田区	
「富士ソフトアキバプラザ」
（オンライン形式との併催）

事業振興課

第39回地域医療現地研究会 ５月30日（金）
　～31日（土） 島根県松江市「ホテル一畑」他 事業振興課

第65回全国国保地域医療学会 10月３日（金）
　～４日（土）

和歌山県和歌山市	
「和歌山城ホール」他 事業振興課

令和７年度保健協力員総会・研修会の開催について

市町村職員対象会議等のお知らせ

県内保健協力員が年に一度一堂に会する機会です。
令和７年度の研修は県内保健協力員の活動紹介と耳の聴こえと認知症のつながりをテーマとした講演を企

画しました。
一人でも多くの保健協力員さんに参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

日　　時
令和７年５月16日（金）
　　　総　会　12時30分～13時15分
　　　研修会　13時15分～15時30分

場　　所 リンクモア平安閣市民ホール（青森市民ホール）

研修内容

活動発表
　座　　　長：国立大学法人弘前大学学長特別顧問・
　　　　　　　大学院医学研究科社会医学講座特任教授・
　　　　　　　青森県総合健診センター理事長・
　　　　　　　青森県医師会健やか力推進センター長　　　　中路　重之　氏
　発表市町村：五戸町
講　　演
　テ　ー　マ：耳の聴こえと認知症のつながりについて（仮題）
　講　　　師：弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座助教
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　真一　氏
　耳の聴こえと認知症のつながりについて正しい知識を身に付けるとともに、高齢者の難聴の早
期発見等の重要性について学ぶ機会とします。

東北ブロック・全国組織主催の研修会等
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国保連合会では、第三者行為損害賠償求償事務の委託・相談を随時受け付けしております。（費用
は無料です。）

必要書類を提出していただければ、損保会社との過失割合の交渉など専門的な事務を代行します。
また、顧問弁護士を設置し、加害者直接請求など困難な事案にも対応しておりますので、市町村事

務の軽減のため、是非ご活用願います。
１．求償事案の発見

国保総合システムの「第三者確認機能」において、交通事故該当レセプト、また交通事故に関連
性の高い病名のレセプトが抽出されていますのでご活用ください。

※詳細は、国保総合システムのお知らせ欄に掲載の「第三者行為求償事務（国保総合システム処
理）保険者向けマニュアル（令和６年４月５日付け）」を参照願います。

２．委 託 の 方 法
一事案毎に「損害賠償求償事務委託書」等の提出書類を本会へ提出してください。なお、全ての

書類が揃わない段階でも委託可能です。
【提出書類】

⑴損害賠償求償事務委託書（様式第１号） ⑺代位取得通知書「写」 （参考様式第５、６号）
⑵委　任　状 （様式第２号） ⑻国民健康保険給付内訳書（様式第７号）
⑶第三者行為基本調査書 （様式第３号） ⑼保険給付内訳書 （様式第７号の１）
⑷交通事故証明書 （様式第４号） ⑽診療報酬明細書「写」
⑸事故発生状況報告書 （様式第５号） ⑾その他参考となる関係書類（傷病届等）
⑹念書（被害者） （様式第６号）

※１．⑻、⑼、⑽については、後日（症状固定後）提出可能。
※２．⑻、⑼について作成が困難な場合、本会へご相談ください。
※３．各様式は本会ＨＰに掲載しておりますのでご活用ください。

３．処 理 の 流 れ

※私病の混在や過失相殺により請求額が異動となる場合は、異動通知書により保険者へ連絡します。
保険者では内容確認後、変更決定通知書を提出してください。

①
必
要
書
類 

（
委
託
書
）提
出

②
受
託
通
知
書 

発

出

④損害賠償　　
　　請求額確定

⑥
納
入
通
知
書 

発
行
依
頼

⑨
完
了
通
知
書 

発

出

⑧
送
金
処
理

⑤
損
保
会
社
等
へ 

の
請
求
・
収
納

③
損
保
会
社
等
と 

の
過
失
交
渉

⑦
納
入
通
知
書 

発

行

※
請
求
額
の
異
動 

通

知

書

※
請
求
額
の
変
更 

決
定
通
知
書

　保険者訪問相談業務も実施しておりますので、第三者行為に関するご相談がありましたら、
下記までお気軽にご連絡ください。

青森県国民健康保険団体連合会　事業振興課求償係
〒030-0801　青森市新町２丁目４番１号　県共同ビル３階　TEL017-718-4973　FAX017-723-1095

第三者行為損害賠償求償事務についてのお知らせ第三者行為損害賠償求償事務についてのお知らせ

国
保
連
合
会

保

険

者
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